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10
月
１
日
に
住
宅
・
土
地
統

計
調
査
を
実
施

　
総
務
省
統
計
局
（
埼
玉
県
・

本
庄
市
）
で
は
、
国
内
の
住
宅

や
居
住
し
て
い
る
世
帯
に
関
す

る
実
態
を
調
べ
る
た
め
、
10
月

１
日
に
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
調
査
の
対
象

は
、
全
国
か
ら
無
作
為
に
選
定

し
た
約
３
７
０
万
世
帯
で
す
。

　
こ
の
調
査
の
結
果
は
、
暮
ら

し
と
住
ま
い
に
関
す
る
計
画
や

施
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
幅
広

く
利
用
さ
れ
ま
す
。
統
計
調
査

員
が
調
査
票
の
記
入
の
お
願
い

に
伺
っ
た
際
に
は
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

本
庄
ま
つ
り
・
こ
だ
ま
秋
ま

つ
り
の
チ
ラ
シ
に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集

募
集
枠
数　
30
枠
程
度

広
告
の
規
格　
縦
２
㎝
×
横
６

　
㎝

広
告
料　
５
、０
０
０
円（
１
枠
）

申
込　
９
月
14
日
㈮
ま
で
に
次

　
の
書
類
を
観
光
協
会
へ
直
接

　
提
出

・
申
込
用
紙

・
広
告
の
原
稿
（
ロ
ゴ
デ
ー
タ

　
な
ど
）

※
申
込
用
紙
は
、
観
光
協
会
窓

口
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

s://w
w

w
.honjo-kanko.

jp/

）
で
配
布
し
ま
す
。

※
広
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
掲

載
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
応
募
多
数
の
場
合

は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

★
本
庄
市
観
光
協
会
本
庄
支
部

　

(

商
工
観
光
課
内
）
☎
㉕
１

　
１
７
４
、
同
児
玉
支
部
（
環

　
境
産
業
課
内
）
☎
�
１
３
３

　
４

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

２
０
１
９
™

チ
ケ
ッ
ト
一
般

先
行
抽
選
販
売
開
始

　
先
行
販
売
の
チ
ャ
ン
ス
を
お

見
逃
し
な
く
。

申
込
期
間　
９
月
19
日
㈬
～
11

　
月
12
日
㈪

抽
選
結
果
発
表　
11
月
26
日
㈪

※
チ
ケ
ッ
ト
Ｉ
Ｄ
の
登
録
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
公
式

チ
ケ
ッ
ト
サ
イ
ト
（tickets.

rugbyw
orldcup.com

.

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
埼
玉
県
県
民
生
活
部
ラ
グ
ビ

　
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１

　
９
大
会
課
☎
０
４
８
―
８
３

　
０
―
６
８
７
０

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　          ★広報課☎�１１５５

市長コラム
しんげの一言メッセージ

お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
Ｃ
Ｄ
）
の
貸
し
出
し
は
、
図
書
館
本
館
・
児
玉
分
館
・
広
報
課
へ
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
広
報
課
☎
�
１
１
５
５

　

日
本
の
医
療
保
険
制
度
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
～
３
割
の
自
己
負
担
分
の
み
を
支
払
う
と
い
う
安
心
で
便
利
な
仕
組

み
で
す
。
最
近
で
は
新
し
い
治
療
法
や
薬
が
開
発
さ
れ
、医
療
技
術
の
進
歩
に
伴
い
医
療
費
は
高
額
に
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

高
額
な
医
療
費
を
支
え
る
財
源
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
納
付
す
る
保
険
税
と
税
金
か
ら
の
公
費
で
す
。
医
療
費
が
増
え

続
け
る
と
、
医
療
費
と
財
源
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
く
な
り
、
保
険
税
の
引
き
上
げ
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

加
入
者
の
皆
さ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け
で
医
療
費
は
節
約
で
き
ま
す
。
適
正
受
診
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け 

薬
局
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　

日
常
的
な
病
気
の
治
療
や
相
談

が
で
き
る
「
か
か
り
つ
け
医
」
や

薬
の
も
ら
い
過
ぎ
や
飲
み
合
わ
せ

の
副
作
用
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら

え
る
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。
病
歴
や
体
質
な
ど

を
把
握
し
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
か
か
り
つ
け

医
に
相
談
し
、
必
要
に
応
じ
大
病

院
等
の
専
門
医
を
紹
介
し
て
も
ら

う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用 

し
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
有

効
性
や
安
全
性
の
認
め
ら
れ
た
医

薬
品
で
、
開
発
コ
ス
ト
が
か
か
ら

な
い
た
め
価
格
が
安
く
、
医
療
費

の
大
き
な
節
約
に
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
１
か
月
当
た
り
の
自

己
負
担
額
の
差
額
に
５
０
０
円
以

上
効
果
が
見
込
ま
れ
る
人
に
、
年

４
回
（
７
月
・
９
月
・
11
月
・
３

月
）
差
額
通
知
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
一
生
で
は
大
き
な
節
約
に
な

り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変

更
に
不
安
が
あ
る
場
合
は
、
か
か

り
つ
け
医
や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
短
期
間
だ
け
試
し
て
み

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。　

柔
道
整
復
師・鍼
灸
師・マ
ッ
サ
ー

ジ
に
は
正
し
く
か
か
り
ま
し
ょ
う

　

柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接
骨

院
）
に
よ
る
施
術
は
、
保
険
証
が

使
え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
は
り
・
き
ゅ

う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
と
き

に
保
険
証
を
使
う
に
は
、
医
師
の

同
意
が
必
要
で
す
。

　

保
険
証
が
使
え
な
い
場
合
は
、

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
や
仕
事
中
の
負
傷
は
保
険

証
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　

交
通
事
故
等
で
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
け
が
等
の
治
療

費
は
、
加
害
者
に
支
払
義
務
が
あ

り
ま
す
。
保
険
証
を
使
用
し
て
医

療
機
関
を
受
診
し
た
ら
、
市
か
ら

加
害
者
等
へ
求
償
手
続
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
必
ず
保
険
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
仕
事
中
や
通
勤
中
の
け

が
は
労
災
を
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
労
災
が
適
用
に
な
る
場
合
は

保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

上
手
に
保
険
を
使
い
ま
し
ょ
う

国民健康保険ガイド

★
保
険
課
☎
㉕
１
１
１
６

有効期限　平成 31年○月○日記号　本庄　　　　番号氏名　　　　　　○○　○○生年月日　　　　昭和○○年○○月○日　　性別　男
適用開始年月日　昭和○○年○○月○日　　負担割合 3割

交付年月日　　　平成 30年 10月１日　　裏面参照
世帯主氏名　　　○○　○○住所　埼玉県本庄市本庄３－５－３保険者番号　１１０１１４交通事故で本証を使う場合には保険課国保係に至急ご連絡ください。

　９月30日で国民健康保険被保険者証の有効期限が切
れるため、９月中旬に新しい保険証を郵送します。
　新しい保険証（青色）が届いたら記載内容を確認
し、現在お使いの古い保険証（茶色）は、10月１日以
降にご自身で破棄してください。保険証には個人情報
が記載されていますので、破棄の際には裁断するなど
して内容が読み取られないようご注意ください。
　４月から県と市町村が共同保険者となったことで、
保険証に「埼玉県」の表記が追加され、「資格取得年
月日」が「適用開始年月日」に名称が変更となります。

保険証の使い方や、届出の方法に変更はありません。
※不在の場合、一定期間郵便局で保管されますので、郵便
局へ直接連絡してください。なお、郵便局での保管期間経
過後は下記担当課で保管していますので、必要書類をお問
い合わせのうえ窓口までお越しください。

▼本庄地域在住者
　保険課（市役所１階）☎㉕１１１６

▼児玉地域在住者
　市民福祉課（アスピアこだま内）
　☎�１３３３

国民健康保険被保険者証を簡易書留で郵送します

生ごみの水切りを進めましょう

　本紙４ページにもあるとおり、毎年75歳以上の皆さま
に差し上げている「敬老祝い品」に、今年は「水切り
ネットの水しぼりシート」を選定しました。その理由を
お話しします。
　今年の夏は異常な暑さが続きました。そんな中、朝の
ごみ収集所では気温の上昇と共にごみ袋から不快な臭い
が漂い、カラスがあさる生ごみが道路まで散乱して目も
当てられない状況になってしまった箇所も多かったよう
です。
　実は収集所の不快な臭いや、カラスの生ごみあさりは、
私たちが「あること」をするだけでかなり抑えられると
言われます。それが「生ごみの水切りと密閉」です。
　市内から出される可燃ごみのうち約40％を生ごみが占
め、その生ごみの重量の約80％が水分です。つまり私た
ちが出しているごみには大量の水分が含まれており、し
かも有機物の水ですからすぐ腐敗し、袋が密閉されてい
なければ臭いが漂い、カラスのごみあさりを誘発する、
というわけです。
　水分の多い生ごみは重量が増し、ごみ収集車の燃費や

焼却炉の燃焼も効率が悪くなります。さらに、本庄市の
１人１日あたり家庭から出るごみの排出量は736g（平成
28年度）で、排出量は近年減少傾向とはいえ、これは残
念ながら埼玉県内でワースト３位です。
　そこで市では、市民の皆さまに、生ごみを出す前のご
家庭での「水切り」をお願いしています。敬遠されがち
な水切りですが、最後のひとしぼりがごみの減量化につ
ながります。
　平成28年に株式会社カインズと市が協定を締結し、市
民の代表の皆さまにご意見をいただいた上で、冒頭ご紹
介の「水切りネットの水しぼりシート」を開発しました。
現在店頭で販売している本商品を今年の「敬老祝い品」
に選んだのは、生ごみ水切り運動のさらなる普及のため
ということでご理解をいただければと存じます。
　皆さまにおかれましては、生ごみの水切りによるごみ
の減量化と、水を切った生ごみを袋などで「密閉」した
うえで指定ごみ袋に入れ、臭いが出ないようにし、収集
所におけるカラスなどの被害を防ぐことにも、ぜひご協
力をいただきたくよろしくお願い申し上げます。


